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食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について 
（平成 19 年 10 月） 

 

食品安全委員会が行った食品健康影響評価（リスク評価）が、食品の安全性の確保

に関する施策に適切に反映されているかを把握するため、食品安全基本法第 23 条第 1

項第 4号に基づき、食品健康影響評価の結果に基づく関係行政機関（リスク管理機関）

の施策の実施状況について、調査を行った。 

なお、本調査については、前回までの調査（第１回（平成 16 年６月報告）、第２回

（同年 12 月報告）、第３回（平成 17 年 10 月報告）、第４回（平成 18 年４月報告）、

第５回（平成 18 年 10 月報告）及び第６回（平成 19 年４月報告））に引き続き、７回

目の調査である。 

 

今回の調査対象は、食品安全委員会が食品健康影響評価を行い、平成 18 年 10 月か

ら平成 19 年３月までの間に厚生労働省、農林水産省に対してその結果の通知を行っ

た評価品目（８分野、70 品目）とした。 

添加物 6 品目、農薬 9 品目、動物用医薬品 32 品目、汚染物質・化学物質 10

品目、器具・容器包装 1 品目、遺伝子組換え食品等 5 品目、新開発食品 3 品

目、肥料・飼料等 4品目 

 

また、前回までの調査において、具体的な管理措置が講じられていなかった評価品

目（５分野、20 品目）についても調査を行った。 

添加物 1品目、動物用医薬品 9品目、器具・容器包装 1品目、微生物 1品目、

新開発食品 8品目 

 

調査は、評価結果の通知を行った関係行政機関から、対象の評価品目ごとに「リス

ク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート」（別添）による報告（平成 19 年９

月 30 日現在）を受けることで行った。 

 

≪施策の実施状況≫ 

分野別に、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況を整理すると、以下の

とおりである。 

なお、前回の調査品目において、前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられ

ていなかったものなどについても、その後の進捗状況等を整理した。 

資料３－１ 
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【化学物質系評価グループ】 

 

１ 添加物 

 

食品安全委員会は、添加物の新規指定、使用基準等の設定に当たり、厚生労働省

からの意見の求めに応じて、６品目の添加物の食品健康影響評価を行った。 

これらについては、評価結果に基づき、以下の対応がとられている。 

 

① 評価の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）が設定されたもの 

〔１品目〕 

・ネオテーム 

 

（施策の概要） 

ネオテームについては、薬事・食品衛生審議会において審議中である。 

 

② 使用後、最終食品の完成前に除去される場合、安全性に懸念がないと考えら

れると評価されたもの 

〔１品目〕 

・次亜塩素酸水 

 

（施策の概要） 

次亜塩素酸水については、薬事・食品衛生審議会において審議中であるが、現

在同審議会の指摘を踏まえ、成分規格改正案の一部変更について、食品健康影響

評価の結果に影響を与えることがないか、「次亜塩素酸水の成分規格について」

（平成 19 年 10 月 15 日付食安発第 1015002 号）により、食品安全委員会事務局

長宛に意見照会がなされている。 

 

③ 食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられると評価

されたもの 

〔３品目〕 

・イソブタナール 

・ブタナール 

・２－メチルブタノール 

 

（施策の概要） 

イソブタナール、２－メチルブタノールについては、添加物としての指定がな

され、着香の目的以外に使用してはならないとする使用基準及び成分規格が設定

された。なお、イソブタナールの添加物としての名称はイソブチルアルデヒドと
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された。 

ブタナールについては、薬事・食品衛生審議会において審議中である。 

 

④ 人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられると評価されたもの 

〔１件〕 

・食品添加物公定書の改正に伴う「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の改正 

 

（施策の概要） 

食品添加物公定書の改正に伴う「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34 年厚生

省告示第 370 号）の改正については、食品衛生法第 11 条に基づき実施された。 

 

［前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられていなかったもの］ 

酢酸α－トコフェロール（d 体及び dl 体に限る。）（保健機能食品に限って使

用され、かつ、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれるα－トコフェロー

ルの量が 150mg を超えない場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容

量（ＡＤＩ）を特定する必要はないと評価されたもの）については、添加物とし

ての指定がなされ、①保健機能食品以外の食品に使用してはならない、②当該食

品の一日当たりの摂取目安量に含まれるα－トコフェロールの量が 150mg を超

えないようにしなければならないとする使用基準及び成分規格が設定された。 

 

 

２ 農薬 

 

食品安全委員会は、農薬の登録申請に伴う食品中の残留基準の設定に当たり、厚

生労働省からの意見の求めに応じて、９品目の農薬の食品健康影響評価を行った。 

これらについては、評価の結果、いずれも一日摂取許容量（ＡＤＩ）が設定され

た。 

〔１１品目〕 

・クロルピリホス（清涼飲料水関連を含む。） 

・アゾキシストロビン（清涼飲料水関連を含む。） 

・ベンチアバリカルブイソプロピル 

・ノバルロン 

・フルベンジアミド 

・ボスカリド 

・クロチアニジン 

・ビフェナゼート 

・カズサホス 
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（施策の概要） 

アゾキシストロビン、ベンチアバリカルブイソプロピル、ノバルロン、フルベ

ンジアミド、ボスカリド、クロチアニジン、ビフェナゼート及びカズホサスにつ

いては、規格基準が改正され、食品中の残留基準が設定された。 

なお、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、

各品目に係る今回の残留基準の設定後の理論最大摂取量（ＴＭＤＩ）の対ＡＤＩ

比は、以下のとおり試算されている。 

 

 ・アゾキシストロビン        20.7% ～ 51.8% 

 ・ベンチアバリカルブイソプロピル   2.0% ～  4.7% 

 ・ノバルロン            21.1% ～ 61.8% 

 ・フルベンジアミド         21.5% ～ 35.6% 

 ・ボスカリド            29.5% ～ 75.5% 

 ・クロチアニジン          14.0% ～ 31.7% 

 ・ビフェナゼート          17.3% ～ 52.6% 

 ・カズサホス            11.9% ～ 30.6% 

 

また、クロルピリホスについては、残留基準設定に必要な資料の収集中であり、

清涼飲料水に係るクロルピリホス及びアゾキシストロビンについては、規格基準

案を作成中。準備が整い次第、薬事・食品衛生審議会にて規格基準に係る審議を

行う予定とされている。 

 

 

３ 動物用医薬品 

 

食品安全委員会は、動物用医薬品の食品中の残留基準の設定、製造等の承認及び

再審査に当たり、厚生労働省及び農林水産省からの意見の求めに応じて、３２品目

の動物用医薬品の食品健康影響評価を行った。 

これらについては、評価結果に基づき、以下の対応が取られている。 

 

① 適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能

性は無視できるものと考えられると評価されたもの 

〔２０品目〕 

・ケラチナーゼを有効成分とする洗浄剤 

・ケラチナーゼを有効成分とする洗浄剤（プリオザイム） 

・鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン 

・鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン（ノビリスＴＲＴ・1000） 

・豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチン 
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・豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症不活化ワクチン（ポーシリス APP、ポーシリス APP「Ⅳ」） 

・豚オーエスキー病生ワクチン 

・豚オーエスキー病生ワクチン（スバキシン オーエスキー フォルテ、スバキシン オーエスキー フォルテ ME） 

・鶏マレック病（マレック病ウイルス１型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン 

・鶏マレック病（マレック病ウイルス１型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン 

（クリオマレック（RISPENS＋HVT） 

・鶏マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン 

・鶏マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン 

（２価ＭＤ生ワクチン（HVT＋SB-1）） 

・豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン 

・豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン（日生研 TGE・PED 混合生ワクチン、スイムジェン TGE/PED） 

・豚オーエスキー病不活化ワクチン 

・豚オーエスキー病不活化ワクチン（“京都微研„豚オーエスキー病不活化ワクチン） 

・豚パルボウイルス感染症・豚丹毒・豚レプトスピラ病（イクテロヘモラジー・カニコーラ・グリッポチフォ

ーサ・ハージョ・ブラティスラーバ・ポモナ）混合（アジュバント・油性アジュバント加）不活化ワクチン 

・豚パルボウイルス感染症・豚丹毒・豚レプトスピラ病（イクテロヘモラジー・カニコーラ・グリッポチフォ

ーサ・ハージョ・ブラティスラーバ・ポモナ）混合（アジュバント・油性アジュバント加）不活化ワクチン 

（ファローシュアプラスＢ） 

・鳥インフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチン 

・鳥インフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチン（鳥インフルエンザワクチン「北研」） 

 

（施策の概要） 

ケラチナーゼを有効成分とする洗浄剤及び鳥インフルエンザ（油性アジュバン

ト加）不活化ワクチンについては、食品中の残留基準は設定しないこととされ、

ケラチナーゼを有効成分とする洗浄剤（プリオザイム）及び鳥インフルエンザ（油

性アジュバント加）不活化ワクチン（鳥インフルエンザワクチン「北研」）につ

いては、動物用医薬品としての製造販売承認がなされた。 

豚パルボウイルス感染症・豚丹毒・豚レプトスピラ病（イクテロヘモラジー・

カニコーラ・グリッポチフォーサ・ハージョ・プラティスラーバ・ポモナ）混合

（アジュバント・油性アジュバント加）不活化ワクチンについては、食品中の残

留基準は設定しないこととされ、豚パルボウイルス感染症・豚丹毒・豚レプトス

ピラ病（イクテロヘモラジー・カニコーラ・グリッポチフォーサ・ハージョ・プ

ラティスラーバ・ポモナ）混合（アジュバント・油性アジュバント加）不活化ワ

クチン（ファローシュアプラスＢ）については、動物用医薬品としての輸入が承

認された。 

鶏のトリニューモウイルス感染症生ワクチン、豚のアクチノバシラス・プルロ

ニューモニエ感染症不活化ワクチン、豚オーエスキー病生ワクチン、鶏マレック

病（マレック病ウイルス１型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン、鶏マ

レック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン、
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豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン及び豚オーエスキー病不活化ワク

チンについては、食品中の残留基準は設定しないこととされ、鶏のトリニューモ

ウイルス感染症生ワクチン（ノビリスＴＲＴ・1000）、豚のアクチノバシラス・

プルロニューモニエ感染症不活化ワクチン（ポーシリス ＡＰＰ、ポーシリス Ａ

ＰＰ「Ⅳ」）、豚オーエスキー病生ワクチン（スバキシン オーエスキー フォルテ、

スバキシン オーエスキー フォルテ ＭＥ）、鶏マレック病（マレック病ウイルス

１型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン（クリオマレック（ＲＩＳＰＥ

ＮＳ＋ＨＶＴ））、鶏マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペスウイ

ルス）凍結生ワクチン（ＨＶＴ＋ＳＢ－１））、豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混

合生ワクチン（日生研ＴＧＥ・ＰＥＤ混合生ワクチン、スイムジェンＴＧＥ／Ｐ

ＥＤ）及び豚オーエスキー病不活化ワクチン（“京都微研„ 豚オーエスキー病不

活化ワクチン）については、再審査を行い、安全性が確認された。 

 

② 評価の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）が設定されたもの 

〔１０品目〕 

・フルニキシン（フルニキシンメグルミン） 

・フルニキシンメグルミンを有効成分とする製造用原体（バナミン）及び馬の消炎鎮痛剤（バナミン注射液５％） 

・セフチオフル 

・プラジクアンテル 

・プラジクアンテルを有効成分とするすずき目魚類用寄生虫駆除剤（水産用ベネサール、ハダクリーン） 

・イベルメクチン 

・イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする馬の経口投与剤（エクイバランゴールド） 

・イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする馬の経口投与剤（エクイマックス） 

・メロキシカム 

・メロキシカムを有効成分とする牛の注射剤（メタカム２％注射液） 

 

（施策の概要） 

プラジクアンテル及びイベルメクチンについては、規格基準が改正され、食品

中の残留基準が設定された。 

なお、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、

プラジクアンテル及びイベルメクチンに係る今回の残留基準の設定後の理論最

大摂取量（ＴＭＤＩ）の対ＡＤＩ比は、以下のとおり試算されている。 

 

 ・プラジクアンテル         0.0023% ～ 0.012% 

 ・イベルメクチン          5.5% ～ 18.6% 

 

イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする馬の経口投与剤（エク

イバランゴールド）、イベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする馬

の経口投与剤（エクイマックス）については、動物用医薬品としての輸入が承認
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された。 

フルニキシンメグルミンを有効成分とする製造用原体（バナミン）及び馬の消

炎鎮痛剤（バナミン注射液５％）並びにプラジクアンテルを有効成分とするすず

き目魚類用寄生虫駆除剤（水産用ベネサール、ハダクリーン）については、再審

査を行い、安全性が確認された。 

フルニキシン（フルニキシンメグルミン）、セフチオフル、メロキシカム及び

メロキシカムを有効成分とする牛の注射剤（メタカム２％注射液）については、

薬事・食品衛生審議会において審議中である。 

 

③ 安全性に係る新たな知見の報告は認められないと考えられ、一日摂取許容量

（ＡＤＩ）を見直す必要性はないと考えられると評価されたもの 

〔１品目〕 

・セフチオフルを有効成分とする牛及び豚の注射剤（エクセネル注） 

 

（施策の概要） 

セフチオフルを有効成分とする牛及び豚の注射剤（エクセネル注）については、

薬事・食品衛生審議会において審議中である。なお、薬剤耐性菌を介した影響に

ついて、引き続き食品安全委員会において検討するとされたところであり、当該

結果を踏まえて施策を実施する予定とされている。 

 

④ 残留基準の削除は食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに

該当すると認められるとされたもの 

〔１品目〕 

・アボパルシン 

 

（施策の概要） 

アボパルシンについては、薬事・食品衛生審議会において審議中である。 

 

［前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられていなかったもの］ 

エンロフロキサシンを有効成分とする製造用原体（バイトリル原体）、鶏の飲

水添加剤（バイトリル 10％液）、牛の強制経口投与剤（バイトリル 2.5％ＨＶ液）

並びに牛及び豚の注射剤（バイトリル 2.5％注射液、同５％注射液、同 10％注射

液）については、薬剤耐性菌を介した影響について、引き続き食品安全委員会に

おいて検討するとされたところであり、当該結果を踏まえて施策を実施する予定

とされている。 

エトキサゾールについては、農薬としての食品健康影響評価を食品安全委員会

は依頼されており、当該評価結果を受けた後に薬事・食品衛生審議会にて審議予

定とされている。エトキサゾールを主成分とする動物用殺虫剤及びエトキサゾー

ル（原液）については、エトキサゾールの食品規格（残留基準）の設定を踏まえ
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て施策を実施する予定とされている。 

ドラメクチン並びに塩酸ジフロキサシンについては、薬事・食品衛生審議会に

おいて審議中である。 

オフロキサシンを有効成分とする鶏の飲水添加物（オキサルジン液）、チルミ

コシンを有効成分とする製剤原料（チルミコシン）、牛の注射剤（ミコチル 300

注射剤）、リン酸チルミコシンを有効成分とする製造用原体（リン酸チルミコシ

ン 20％（原薬））及び豚の飼料添加物（動物用プルモチルプレミックス－20、同

－50、同－100）並びに塩酸ジフロキサシンを有効成分とする製造用原体（塩酸

ジフロキサシン）及び豚の飲水添加物（ベテキノン可溶散 25％）については、

薬剤耐性菌を介した影響について、引き続き食品安全委員会において検討すると

されたところであり、当該結果を踏まえて施策を実施する予定とされている。 

 

 

４ 汚染物質・化学物質 

 

食品安全委員会は、水質基準の設定及び食品の規格基準の改正に当たり、厚生労

働省からの意見の求めに応じて、１０品目の食品健康影響評価を行った。 

これらについては、評価結果に基づき、以下の対応が取られている。 

 

① 評価の結果、耐容一日摂取許容量が設定されたもの 

〔１品目〕 

・水道により供給される水の水質基準の設定（塩素酸） 

 

（施策の概要） 

水道水により供給される水の水質基準の設定（塩素酸）については、評価結果

に基づき、厚生科学審議会において審議予定とされている。 

 

② 評価の結果、一日摂取許容量（ＡＤＩ）が設定されたもの 

〔９品目〕 

・四塩化炭素（清涼飲料水） 

・１，４－ジオキサン（清涼飲料水） 

・１，１－ジクロロエチレン（清涼飲料水） 

・シス１，２－ジクロロエチレン（清涼飲料水） 

・トランス１，２－ジクロロエチレン（清涼飲料水） 

・塩素酸（清涼飲料水） 

・ジクロロアセトニトリル（清涼飲料水） 

・抱水クロラール（清涼飲料水） 

・塩素（残留塩素）（清涼飲料水） 
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（施策の概要） 

清涼飲料水に係る上記９品目については、規格基準案が作成でき次第、薬事・

食品衛生審議会にて規格基準に係る審議を行う予定とされている。 

 

 

５ 器具・容器包装 

 

食品安全委員会は、乳及び乳製品の容器包装の規格基準改正（ポリエチレンテレ

フタレートの追加）に当たり、厚生労働省からの意見の求めに応じて、食品健康影

響評価を行い、適切な条件下で管理される限りにおいて、十分な安全性を確保して

いると評価された。 

これについては、評価結果に基づき、薬事・食品衛生審議会において審議中であ

る。 

 

［前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられていなかったもの］ 

ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装（考慮すべき物質ラク

チドについて一日摂取許容量（ＡＤＩ）が設定されたもの）については、薬事・

食品衛生審議会において審議され、規格基準の設定について答申を得たところで

ある。 

 

 

【生物系評価グループ】 

１ 微生物 

 

［前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられていなかったもの］ 

小麦粉を主たる原材料とする冷凍パン生地様食品（摂食前に十分な加熱・焼成

が行われる限りにおいて、Ｅ.coli 陰性の成分規格を適用しないことにより、健

康被害のリスクが増大するとは考えられないと評価された）については、食品、

添加物等の規格基準が改正され、摂食前に加熱工程が必要な冷凍パン生地様食品

についてはＥ.coli が陰性であることを要しないこととされた。 
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【新食品等評価グループ】 

 

１ 遺伝子組換え食品等 

 

食品安全委員会は、遺伝子組換え食品等の安全性審査を行うに当たり、厚生労働

省からの意見の求めに応じて、５品目の食品健康影響評価を行った。 

これらについては、価結果に基づき、以下の対応が取られている。 

 

① ヒトの健康を損なうおそれがないものと判断したと評価されたもの 

〔２品目〕 

・ＳＰＥＺＹＭＥ ＦＲＥＤＴＭ（α―アミラーゼ） 

・高リシントウモロコシＬＹ０３８系統 

 

（施策の概要） 

ＳＰＥＺＹＭＥ ＦＲＥＤＴＭ（α－アミラーゼ）、高リシントウモロコシ LY038

系統については、食品健康影響評価の結果を踏まえ、安全性審査を経た旨の公表

などがなされた。 

 

② 安全性を確認したとされたもの 

〔２品目〕 

・Ｌ－バリン 

・Ｌ－ロイシン 

 

（施策の概要） 

Ｌ－バリン、Ｌ－ロイシンについては、組換えＤＮＡ技術を応用した添加物に

該当しないものとみなすとされた。 

 

③ 評価対象ではないと判断されたもの 

〔１品目〕 

・ジェランガムＫ３Ｂ６４６ 

 

（施策の概要） 

ジュランガムＫ３Ｂ６４６については、組換えＤＮＡ技術を応用した添加物に

該当しないものとみなすとされた。 
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２ 新開発食品 

 

 ＜特定保健用食品＞ 

食品安全委員会は、特定保健用食品の表示許可申請に伴い、厚生労働省からの意

見の求めに応じて、３品目の安全性審査に係る食品健康影響評価を行い、適切に摂

取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断したと評価された。 

これらについては、評価結果に基づき、以下の対応が取られている。 

〔３品目〕 

・明治満足カルシウム 

・キリン ブナハリ茸 

・カルシウム強化スキム 

 

（施策の概要） 

明治満足カルシウムについては、申請者より申請取り下げ願いが提出された。 

キリン ブナハリ茸及びカルシウム強化スキムについては、食品健康影響評価

の結果などに基づき、特定保健用食品として許可された。なお、カルシウム強

化スキムにおける評価結果で示した「医師の治療を受けている人は、医師に相

談すること」の注意喚起表示を行う必要があると考えるとされたことについて

は、注意事項として「医師の治療を受けている人は、医師に相談してください」

と表示するとされた。 

 

［前回の調査時点で、具体的な管理施策が講じられていなかったもの］ 

燕龍茶レベルケア及びリポスルー（いずれも、適切に摂取される限りにおいて

は、安全性に問題はないと判断したと評価されたもの）については、食品健康影

響評価の結果などに基づき、特定保健用食品として許可された。なお、リポスル

ーについては、薬事・食品衛生審議会の指摘により、特定の保健の目的「体脂肪

の気になる方」は削除された。 

オーラルヘルスタブレット カルシウム＆イソフラボン（閉経前女性、閉経後

女性及び男性が日常の食生活に加えて、本食品をその摂取目安量の範囲で適切に

摂取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断し、また、妊婦、胎児、

乳幼児及び小児が、日常の食生活における大豆イソフラボンの摂取に加え、本食

品を摂取することについて、安全性の観点から推奨できないと判断したと評価さ

れた）並びにヒアロモイスチャーＳ及びリメイク コレステブロック 粒（いずれ

も、適切に摂取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断したと評価さ

れたもの）の３品目については、薬事・食品衛生審議会において審議中となって

いる。 

ガイオ タガトース、プリトロール及び自然のちから サンバナバの３品目（い

ずれも、適切に摂取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断したと評
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価されたもの）については、有効性の審査等に係る資料の整理中の段階である。 

 

 

３ 肥料・飼料等 

 

食品安全委員会は、飼料添加物の食品中の残留基準の設定等に当たり、厚生労働

省及び農林水産省からの意見の求めに応じて、４品目の飼料添加物の食品健康影響

評価を行った。 

これらについては、評価結果に基づき、以下の対応がとられている。 

 

① 食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられると

評価されたもの 

〔３品目〕 

・グルコン酸カルシウム 

・二ギ酸カリウム 

・ギ酸カルシウム 

 

（施策の概要） 

グルコン酸カルシウム、二ギ酸カリウム、ギ酸カルシウムについては、食品規

格（残留基準）を設定しないとされ、飼料添加物としての指定、規格基準の設定

に向け、準備中である。 

 

 

 

② 評価の必要はないとされたもの 

〔１品目〕 

・アボパルシン 

 

（施策の概要） 

アボパルシンについては、薬事・食品衛生審議会において審議中である。 


